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吐魯番出土文物研究会会報
90年8月15日

吐魯番出土文物研究会

第43号

吐魯番文書にみえる四・五世紀の元号再論(下)
一侯燦「晋至北朝前期高昌奉行年号証補」を読む一

闘尾史郎

【その他の元号について】

侯燦氏はいままで述べてきた白雀、龍興、および建平以外の元号については、政権別、すなわち前

諒、後諒、西諒、および北諒の順に、新出の文物によりながら、旧稿を補訂している (33)。主要な点

について紹介しておこう。

①前涼について:従来前涼の元号に関する文物は、吐魯番や楼蘭から出土した建興と升平の紀年文

物だけだったが、一九八O年に敦煙から、戚安五年の紀年を有する陶躍が出土した (34)。これは西暦

で三七五年に相当する東晋の元号なので、前涼ではその最末期、東晋の戚安なる元号が用いられてい

たと考えられる。

②後諒について:やはり敦埋から麟嘉八(三九六)年の紀年を有する陶躍が出土し川¥月日の干

支も合致するので、との陶櫨の銘文は麟嘉なる元号に関する資料の不足を補うものである。

③西涼について:やはり敦煙から庚子六(四O五)年の紀年を有する陶躍が出土したので (36)、編

纂史料の記述が確認されたが、編纂史料によれば、同年正月に建初と改元されたのに、この紀年は六

年正月二七日となっているので、改元は正月二七日以後ということになる。

④北諒について:北涼が西諒を倒して敦埋を支配したのは、四二一年三月だが、敦埋出土の玄始-

O(四二一)年八月の陶纏 (37)は、との編纂史料の記述と一致する。また北説の延和と同音の縁禾
は、北諒では北貌が太延と改元したあとも用いられ、それがために北諒は北親から「蕃を称し、質を

致すと雄も、内に黍惇多し」とか、 「王、外に正朔に従うも、内に倦を捨てずj 印刷と非難されるこ

とになった。この縁禾は、吐魯番盆地では闘爽によって一貫して用いられ、その終鷲は、祖渠無詳が

吐魯番盆地に入った四四二年、つまり縁禾一一年九月である。

以上が侯燦氏の所説の要約である。しかし①については、侯燦氏が上げた陶纏以外にも戚安紀年の

文物として法句樫の題記があり【"¥また威安を前諒が奉用するに至った理由についてもかつて検討

したので H的、その所説にはもはや新鮮な点はない。②については、麟嘉五(三九三)年の題記が付

された写経の存在が既に報告されているので何日、これは陶躍に対する過大評価である。③について

は、改元が伝達されていなかったということも十分に考えられるので、建初への改元が正月二七日以

後だったと断定するととは危険であろう。④に至っては、北親で延和から太延と改元されたのにとも

なって、北涼でも縁禾から太縁と改元されたことは多くの出土文物の語るところであり (42人その事

実も多くの論者によって指摘されているととろである H則。侯燦氏のかかる見解はしたがって、史料

(出土文物)と先行研究を全く無視した乱暴な意見にすぎない。また吐魯番盆地での縁禾の終駕は四

四一年であり、それから翌々年の承平への改元に至る時期は、建平なる元号が用いられていたと考え

るべきことは、既に本稿で述べたとおりである。

したがって侯燥氏の所説は既に日須浄農民や私が言及した範囲を超えるものではなく、残念ながら
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とるべき点は、ほとんどないということである。との小文が表題に掲げた問題に対して、現時点にお

いてなさなければならないことは、最新の出土文物や、今まで看過されてきた出土文物によって、か

かる侯燦氏の所説を、そしてかつての私自身の所説を補訂するという作業なのである。そしてこの小

文の究極の目的もそこにある。以下では前諒、北諒両政権を中心として、この作業を行ないたい。

食 事K 食事K

一九八二年の発掘調査によって、敦煙から銘文を有する陶躍がさらに一五点ばかり出土した (44)。

詳細が明らかにされていない四点を除くと、政権別の内訳では西晋三点、前諒八点となり、前涼時代

のものが過半を占めている。しかもこのうち七点までは建興紀年であって、同一七(三二九)年、二

五(三三七)年、二六(三三八)年、二七(三三九)年などから、四六(三五八)年のように、張玄

観時代(三五五~三六三年)の事例まである。これらによって、張詐の時代(三五三~三五五年)以

外は、四世紀後半に至るまで、前諒では一貫して西晋最後の元号(三一三~三一六年)である建買が

用いられていたことが疑いのない事実となったわけだが、重要なのは、そのなかに一点のみだが、建

元なる紀年のものが含まれていることである。それは、敦埠新宿霊二O号墓から出土した陶纏に、『建
孟六E二二J (以下、紀年と墓主の姓名部分は判読不能)と墨書された銘文である川}。判読不能の
部分があまりにも多く、断定には不安がつきまとうが、これが、発掘調査に従事した関係者が釈読し

たように、間違いなく建元であったとすれば、それは前秦の建元以外にはありえない。

なぜならば、この元号は四世紀に限定しても、漢(前越)の劉聡(三一五・三一六年)、東晋康帝

(三四三・三四四年)、そして前秦の持堅(三六五~三八五年)と、三人の主権者によって制定・使

用されているものの、問題の六年まであったのは、最後の前秦だけだからである。たしかに前涼の場

合、戚安のように既に本国の東晋では改元が行なわれ、廃棄されてしまった元号を奉用していたとと

もあるので、これだけからは断定は困難かもしれない。しかしもしかりにこれが東晋の建元だとする

と、西暦三四八年に相当するが、この年には上記の建興なる元号が前諒治下で用いられていたこと

が、 「建旦由六(三四八)年九月絹質枢銘」 何回から明らかとなるのである。一方、劉聡の元号を奉

用した可能性は、張軌以来のこの政権の方向性と{川、形式や副葬品から推定されるこO号墓の築造
年代 H引から判断して先ずありえないと言ってよい。かくして当陶纏の建元は前秦符堅の元号という

ことになり、建元六年は三七O年に比定されることになるのである。
このことはきわめて重要である。それは言うまでもなく、従来の理解では、張酢が帝位にあった短

期間を除けば、前涼では一貫して西晋と東晋の元号が用いられていたということになっていたからで

ある。たしかに前諒治下で前秦の元号が用いられていたことを思わせるような史料が今までにも全く

なかったわけではない。①「萱霊元(三五九)年三月誓喰軽題記J(4引、②「茸霊二(三六0)年正
月沙門萱妄維摩纏義記J(50)、および③「杢昆墓亘重f弗禽碑J(51)の三点でるる。①と②は写経の題
記、③は有名な莫高窟の由来記であり、建元なる元号はここにも見えているのである.しかしこれら

三点のうち、②は、 「宜重二年正月廿七日、沙門萱茎寓記」とあるだけで、吐崎溝出土とあるもの

の、筆写された場所は一切不明で、前秦治下で筆写された可能性も大いにある。①にしても、

宜量元年三月十七日、於遁塞域内、斎叢中写誌。此月上旬、議人及

雑類、被諒向二百人。願蒙解脱生々、信敬三賓、元有退転。

とあって、前涼治下の酒泉で筆写されたことは疑いないが、筆写者が明らかではないので、これをも

って前秦の元号(甘露)が前涼において奉用されていたとするのは速断にすぎると思う。筆写地と筆

写者の本貫(もしくは本来の居住地)が異なる場合、筆写者が後者の元号を用いる可能性も一概には

否定できないからである日幻。加えて①と②の前後、三五八、三六一両年には建興が用いられていた

ことが、出土文物と編纂史料からそれぞれ判明するので{日}、その中閣の三五九、三六O年の足かけ
二年間だけ、前秦の元号である甘露が奉用されていたというのは、よほどの理由がない限り、不自然

であろう (54)。また③については、これ自体が作品であって、しかも七世紀末期の作成にかかるの
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で、同時代史料とは言えず、これだけを根拠にして、そこに記されている「崖孟二(三六六)年」と

いう紀年が前諒治下で用いられていたと考えるととはできない体的。

以上の三点とは対照的に、当陶曜はその文物としての性格と出土状況から判断して、明らかに前諒

治下で前秦の元号が用いられていたととを証明する資料たりうるものである.そしてその唯一の史料

なのである。その稀少価値はこれだけで充分であろう。

しかしながら残念なことに、三七O年という時点で、前諒が前秦の元号を奉用するに至った理由を

見い出すことは、できない。もちろん前涼が一貫して前秦を敵視し、両者が絶えず緊張関係にあった

というわけではない。前涼政権は東西両晋王朝に臣従しつつも、一方では西晋にかわって華北を支配

するととになった少数民族の政権にも現実的な対応をとってきた。前秦に対しても、三五六年の二月

にその晋王持柳が服属を勧告する使者を送ると、直ちにこれを受け入れて使者を派遣した印刷。しか

しこの関係はそれからーO年後の三六六年一O月、前涼の側からの一方的な破棄通告によって最後を
迎えるのである。この関係破棄からさらにーO年後の三七六年八月、前涼は前秦の総攻撃のまえに史

上から姿を消すことになるのだが、このー0年間に両者が政治的な交渉をもったのは、三七一年四
月、前秦が捕虜を送還するとともに使者を前諒に派遣し、前燕や仇池の底族を征討した力量を誇示し

た際である。前諒の主権者西平公張天錫は直ちに謝罪のための使者を前秦に派遣し、使持節・都督河

右諸軍事・躍騎大将軍・開府犠同三司・諒州刺史・西平公に冊封されている。したがってかりに前諒

において前秦の元号が奉用されることがあったにせよ、その上限は三七一年四月というととになろう

(S 7)。しかし当陶曜の紀年はそれより一年前の三七O年に相当する。たしかにとの三七O年は前燕が
滅ぼされ、前諒や代などごく一部を除いて、華北が前秦によって統一された画期的な年ではある.だ

から前燕滅亡の報に接した前涼が、前秦の矛先を交すために自主的にその元号を奉用するということ

はありえないととではない。ただし前秦が前燕の都鄭を陥れるのは、この年の一一月のととであるか

ら、前諒がかかる理由によって前奏の元号を奉用するようなことがあったとしても、その開始はどん

なに早くとも同年一一月か一二月ということになろう。さらにそれ以前に建興の奉用の開始を求める

ことは、三六九年と三七O年に相当する升平紀年文物の存在からして何町、とても不可能である。
判明している当陶曜の紀年は年までで、それ以下の月は判読が困難なようである。もし一一月か一

二月であれば、以上述べたように、ありえないことではない。しかしーO月以前であれば、もはや解
釈を断念せざるをえないのである。ごく一般的な確率から言って、一一月と一二月である可能性はけ

っして高くはないであろう。三七O年という時点で、前諒が前秦の元号を奉用するに至った理由を見

い出すととはできないと半ば断定的に述べたのは、そのような判断があってのことである。いまは調

査と研究の進展によって、当陶曜の銘文が一字でも多く判読されることを期待するにとどめたいと思

つ。
大 大大大

北涼政権が四二四、四二五年の二年間にわたって夏の真興なる元号を奉用したことは既に周知のこ

とだが f日}、夏では四二五年八月に話連勃勃を継いだ蒔連昌が承光と改元した。吐魯番から出土した

文書に真興七(四二五)年一一月の紀年が見えていることは、夏における改元の情報が、北涼治下に

あった吐魯番まで速やかに伝達されなかったことを示唆しているが、それでは北諒では最後まで承光

という新しい元号を奉用することはなかったのであろうか.

この問題について呉震氏は何町、酒泉から出土した仏塔の銘文に見えている承陽なる元号が (6リ、

夏の承光に相当すると考えた。 r光」字と「陽J字の字義が等しく、かつ銘文中に併記された干支が
合致するというのがその根拠である。また呉震氏は、やはり酒泉出土の仏塔の銘文を根拠にして、北

諒で‘は四二八年に至って夏の元号の奉用を中断し、承玄なる独自の元号の制定に踏み切ったことを推

定している。私もかつてこの呉震氏の所説に従って、承陽を夏の承光と認めたことがあるが何幻、そ

の奉用が中止された時期については明言を欠いたので、との点に関して若干補足をしておきたい。
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そもそも北諒治下で夏の元号が奉用されたのは、東南方面では西秦の、西北方面では西涼の亡命勢

力と柔然の侵定の脅威にさらされていた北涼が、西秦の背後にある夏との政治的な関係を強化するこ

とによって危機を回避しようとしたためであるが、北涼と西秦の局地的な抗争は北諒、西秦、夏、お

よび北親の四か国を巻き込んだ大規模な抗争にまで発展し、その結果西秦と夏が壊滅的な打撃を被る

ことになった。夏では北競の猛攻によって国都統菖が略奪にあい、長安が陥落してしまった。四二六

年一一月のことである.おそらくこの情報は直ちに北涼の担渠蒙遜にも伝えられたに相違ない。なぜ

ならば、早くも翌一二月には、北親へ使者が派遣されているからである。西秦の没落によって、あえ

て夏と結ぶ必要もなくなったわけだが、その夏の没落によって、あえて夏と結ぶメリッ卜もなくなっ

てしまったわけで、承陽なる元号の奉用にも、これをもって直ちに終止符が打たれたと考えるのが妥

当なところであろう。すなわち翌四二七年からは、夏の元号にかわって、四年ぶりに北涼独自の元

号、玄始が復活したものと思われる.承玄なる元号が制定されるのは、さらにその翌年、四二八年の

ことである何別。

北涼ではその後四三一年に、承玄からさらに義和と改元し、祖渠蒙遜が四三三年に没すると、王位

を継承した祖渠牧韓が早速承和と改元した。しかしこの承和紀年の出土文物は現在に至るまで一点も

出土しておらず、それに代わって私たちが接することができるのは縁禾・太縁紀年の各種文物であ

る。この縁禾・太縁が北韓の延和・太延なる元号に由来することは既に常識に属するようになったけ

れども、なぜ音のみならず、表記もそのままで北親の元号を奉用しなかったのか(なぜ表記だけ改め

たのか)、という点については、説得的な解答が出されているとは言いがたい。もちろん私見 (64)も

例外ではないが、その後福原啓郎氏から、北涼で「延」字が「縁」字に改められたのは、祖渠蒙遜の

祖父にあたる祁復延の「延」字を詩んだ可能性もあるのではないか、という指摘をいただいた【65)。

また居延から出土した漢代の木簡のなかに、紀年表記の際、 「和」字を書くべきところ、 「禾」字を

用いているものがあることを知った.前漢成帝の緩和(前八~前七年)がそれで、一点だけだが、こ

れを綴禾としているのもがあるのである同引。事例が乏しいので (67)、断言することには嵩踏を覚え

るけれども、これは元号であっても「和」字と「禾」字が通用されることを示しており、延和と縁禾

についても、 「延」字を「縁J字に改めれた点にこそ、より意味がるったのではないだろうか(太延
の場合、 「太」字は「泰」字に改められず、そのまま用いられているととも考慮すべきであろう)。

このように考えて大過ないとすれば、福原氏の指摘はさらに説得力を増すことになろう。一方それ

に対して、 「縁禾Jと「延和Jの聞に北涼政権の性格を読み込もうとしたかつての私見は、過度の読

み込みに修正を迫られることになりそうである。ことではとりあえず、その必要があることだけを指

摘しておきたい。

【おわりに}

以上、この小文では、侯燦氏の論稿に対する批判を出発点にして、かつて発表した私見を一部補訂

することになった。侯爆氏の所説と私見との聞には少なからぬ不一致が解消されないままに残ってお

り、かかる状態は今後もしばらくは続くものと思われるが、それは実証面での問題もさることなが

ら、元号をはるかに遺棄してしまった彼国にある俣燦氏と、いまだに日常の営為を元号に繋縛されて

いる私との閣の距離であるのかもしれない。

近年、新彊ばかりか、甘粛でも出土文物が陸続と公表されているので、今後も私見を修正する必要

が生じるであろうし、紙幅の都合もあって今回論及しなかったが、未解決のまま残されている問題も

少なくない問的。これらについては、彼我の状況を念頭に置きながら、三論の機会が到来するのを待

つことにしたいと思、う。

(完)

【註】

(33) 侯、 「晋至北朝前期高昌奉行年号証補」、四三~四六頁。
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(34 ) 闘尾・町田隆吉編「敦煙出土四~五世紀陶躍・陶鉢銘集成一附、書道博物館所蔵三世紀陶耀

銘一J本誌第二八、二九号、一九九O年(以下、 「陶躍銘J)、事例C一四"-'X 0 ただし、厳
密にいえば、升平紀年の文物は、敦煙でも出土しているし(②、 -0八頁、 「陶曜銘」、事例
B -1、II)、西安でも収集されている(闘尾編「酒泉出土五世紀仏塔刻銘集成一附、西安収
集団世紀金錯泥筒刻銘ーJ本誌第三一号、一九九O年〈以下、 「仏塔銘J)、事例附)。

(35) r陶櫨銘J、事例C-VI、四.
(36) r陶纏銘J、事例C-I"-'皿。
(37) r胸躍銘J、事例C-IV、V。
(38) Ii'親書』巻九九胡温渠蒙遜俸。

(39) r盛玄三(三七三)年十月沙弥重盟法句題題記」である。乙れについては、秦明智「前涼写
本《法句経》及其有関問題J (Ii'敦理学輯刊』第三集、発行年不詳)、秦明智ほか編『敦煙遺

書書法選.!I (蘭州 甘粛人民出版社、一九八五年)、四頁、参照。

( 40) ②、一一三~一一七頁。
(41 ) 上海博物館所蔵の「睡蓮五(三九三)年六月王担直維摩詰経題記J (池田温「中国古写本識

語集録稿(一)一五世紀以前一J (Ii'三蔵』第一八七号、一九七九年)、三頁、参照)がそれ

である。

(42) r仏塔銘」、事例C-II。
(43) 白須、前掲「高昌・闇爽政権と縁禾・建平紀年文書J、七七~八七頁、③、四~七頁、参

照。

( 44) 敦埋県博物館考古組・北京大学考古実習隊「記敦埠発現西晋、十六国墓葬」北京大学中国中

古史研究中心編『敦埋吐魯番文献研究論集』第四集、北京・北京大学出版社、一九八八年、参

照。 r陶纏銘」、 Dの事例に相当。
(45) r陶曜銘J、事例D一回。
( 46) 64TKM3: 53模本・録文とも、白須津員 rIi'吐魯番出土文書第一冊』ーその紹介と紀年の考
察一J (Ii'書論』第一八号、一九八一年)、一三二頁、参照。

( 47) 佐藤智水「五胡十六固から南北朝時代J (Ii'講座敦埋』第二巻・敦患の歴史大東出版社、

一九八O年)、参照。
(48) 敦博・北大、前掲「記敦埋発現西晋、十六国墓葬jは、 Dの陶躍が出土した墓の築造年代を

形式や副葬品などから三期に時期区分しているが、二O号墓はそのうちの第三期(前諒後期に
当たる四世紀の三0年代から七0年代まで)に属するという(問、六三四頁、参照)。

(49 ) 池田、前掲「中国古写本識語集録稿」、三頁.

( 50) 註(49)、参照。以下、題記の録文は池田氏の論稿から引用させていただいた。

(51) 当該の碑と、その研究史については、池田温「敦埋の歴史的背景J (Ii'東洋学術研究』第二

四巻第一号、一九八五年)、参照。

( 52) 筆写者が筆写地の元号を用いたのか、あるいは筆写者の本貫(もしくは本来の居住地)の元
号を用いたのか、という問題については、そもそも規則性や一般性があったのか、という点も

含めて今後の検討課題であろう。なお朱雷氏は、 「延昌四年五月宣霊勝重軽疏題記J (8. L. S. 

0524)が、高昌国の僧侶得受により北説治下において筆写されたものであるととを明らかにさ
れたが(同氏「敦埋蔵経洞所出両種麹氏高昌人写経題記蹴J (Ii'説晋南北朝陪唐史資料』第九

・-0期、一九八八年))、ここでは筆写地である北競の元号延昌が用いられている。
(53) 三五八(建興四六)年については、 「陶耀銘」、事例D-Xがあり、三六一(建興四九)年
については、 『晋書』巻八六張軌俸に、 r (張)天錫既克(張)色、専掌朝政、改建興四十九
年、奉升平之競」とある。
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( 54) 論旨には直接影響しないが、甘露と改元されたのは三五九年六月なので、本来なら甘露元年

三月という紀年は実在しない。したがって題記が書かれたのは、三五九年六月以後のある時点

ということになる。

(55 ) 録文は、池田、前掲「敦埋の歴史的背景」、六~七頁、参照。

(56 ) 前諒と前秦の政治的な関係については、②、一一二~一一六頁、参照。

(57 ) 三七一年の年末には、前秦を挟撃すべく、東晋に向けて使者が前諒を発っており、翌三七二

年からは東晋の威安なる元号が奉用されたと考えられるので(②、一一七頁、参照)、いずれ

にせよ建元なる元号はきわめて短命に終わったものと思われる。

(58) ②、 -0七~-o八頁、参照。

(59 ) ①、参照。なお①公表後、新たに真興紀年文書が二点発表されたが(③、註 (37)、参照)、

これによって私見を補訂する必要はなさそうである。

(60) 呉、前掲「吐魯番文書中的若干年号及相関問題」、二九頁。

(61) r仏塔銘」、事例A-I。
(62) ③、七~八頁。ただし、夏の承光をあえて意通の承陽とあらためて奉用した理由について

は、解答を用意できない.

(63) 承玄紀年文物としては、二点の仏塔銘があるだけである。 r仏塔銘J、事例A-II、C一
I。なお①、註 (20)、参照。

( 64) ③、五~七頁。

(65) 一九八七年二月十二日付の私信による。

(66) 簡番号335・26 ただしとれについては、中国社会科学院考古研究所編『居延漢簡』甲乙編

(北京 中華書局、一九八O年)は、 「成口二口仁」と釈読しているにすぎず、これを「鍾丞
二年仁」と釈読したのは、謝桂華・李均明・朱国紹『居延漢簡釈文合校JI (北京文物出版社

・秦漢醜晋出土文献、一九八七年)である(同下冊、五二六頁)。しかし不鮮明ながら写真

(乙二三七版)で判断する限りでは、後者の釈読は支持できるように思う。

(67) 緩禾と表記された木簡が一点だけなのに対して、本来の緩和と表記された木簡は管見の範囲

内でも、八点に上る (3・30. 140・2. 142・13A. 155・15.224・1. 254・10.438・2.甲附10A)。し

たがって、緩禾という表記はあったにしても、例外的な存在だったと言えないとともない。ま

た居延からは征和(前九二~前八九年)紀年の木簡も出土しているが、これを征禾と記したも

のは一点も見られない.

(68) 例えば、 「傍説弁意長者子所閉経J (B. L. S. 2925v)の題記は「本塁元年 h在庚寅正月十九

日Jなる紀年を有している。この太安なる元号は北競と柔然にあるが、前者の元年は四五五年

で干支は乙未(しかも六月改元)、また後者の元年は四九二年で干支は壬申となり、いずれと

も合致しない。このため池田温氏はこれを第三の太安として、干支から四五O年に比定されて
いる(同氏、前掲「中国古写本識語集録稿」、六頁、参照)。題記にはまたこれが伊吾におい

て書写されたことが示されているが、四五O年と言えば、乙の地は北競か、もしくは柔然の勢
力下にあったとしか思えず、いずれにせよ編纂史料との矛盾を埋めることは目下のところ、不

可能である。

(一九九O年六月二八日稿了)

事務局(連絡先) 〒182東京都調布市国領町5-19-14
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